
【******研究会会則】 

                            ２０**年４月１日制定 

 

第一章 総則 

（名称） 

第１条 本会は******研究会と称する。 

 

第二章  目的 

（目的） 

第２条 本会は徳島医療福祉専門学校卒業生の理学療法、作業療法の学術・臨床におけ

る研鑽を目的とする。 

 

第三章  事業 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）勉強会の開催 

（２）理学療法、作業療法に関する情報交換・啓発活動に関する事業 

（３）その他、第 3条の目的を達成するために必要な事業 

 

第四章  会員 

（会員資格） 

第４条 本会の会員は次の全てを満たすものとする。 

（１）理学療法士、作業療法士の免許を有している者 

（２）徳島医療福祉専門学校を２０**年から２０**年に卒業した者 

（３）本会の規約に同意し、規約に当てはまる者 

（４）本会の目的に賛同している者 

（５）営利を目的としない者 

（６）公序良俗に反しない者 

（７）犯罪に関連がない者 

 

（会員の資格の取得） 

第５条 本会の会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。また、

別に定める会費を納めなければならない。 

 

（任意退会） 

第６条 会員は、書面による退会届を役員会に提出することにより、任意にいつでも退

会することができる。 

 



（除名） 

第７条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該

回員を除名することができる。ただし、その会員に対し、会員総会において弁明の機

会を与えなければならない。 

 （１）この会則に違反したとき。 

 （２）この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 （３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

  

（会員資格の喪失） 

第８条 第６条および第７条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った

ときは、その資格を喪失する。 

 （１）会費の支払義務を 1年 6ヶ月以上履行しなかったとき。 

 （２）総会員の過半数が同意したとき。 

 （３）会員において、理学療法士の免許を取り消されたとき。 

 （４）本会則に違反するおそれ、または違反があると会員総会で判断した場合。 

 （５）本会に申告された会員情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤申告、申告漏

れなどがある場合。 

（６）その他、理由の如何を問わず、役員会が会員登録を適当でないと判断した場合。 

  

（名誉会員） 

第９条 本会の趣旨に賛同する者で会員総会の決議によって本会への参加を認められ

た者は、第４条（１）から（３）の規定に関わらず本会の名誉会員となることができ

る。 

 

（名誉会員の会員適用事項） 

第１０条 名誉会員の称号を使用することを認める。 

２．本会の会員としての会費が免除される。 

３．会員総会における承認権は有しない。 

 

第五章  役員等 

(役員) 

第１１条 本会に、代表 1名、世話人若干名、監事 1名の役員を置く。 

２．役員は役員会を組織し、本会の運営、事務、監査等の業務を行う。 

 

(相談役) 

第１２条 若干名の相談役を名誉会員から選任することができる。 

 

（職務） 



第１３条 代表は会務を総理し、本会を代表する。 

２．代表が職務を遂行出来ないときは世話人から代表代行を選任し職務を遂行する。 

３. 世話人は会務を処理する。 

４. 監事は本会の運営における提言を行うほか、会計を監査する。 

５．相談役は代表および世話人が会務を処理する際に必要な助言を行う。 

 

（役員の選任） 

第１４条 代表は世話人の中から推薦により選出する。 

２. 世話人は会員総会の過半数の承認により選出する。 

３．監事は会員の中から会員総会の過半数の承認により選出する。 

４．監事は代表および世話人を兼務することは出来ない。 

５．相談役は役員会の承認により選出する。 

 

第六章 会員総会 

（開催） 

第１５条 会員総会は毎年春季に１回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。 

 

（成立） 

第１６条 会員総会の成立は、役員の３分の２以上の出席と１名以上の会員の出席をも

って成立とする。 

 

（決議） 

第１７条 会員総会の決議は出席した会員の過半数の拍手承認をもって行う。 

 

第七章 禁止事項 

（禁止事項） 

第１８条 次の行為を禁止事項とする 

（１）営利・勧誘目的の運営 

（２）公序良俗に反する行為 

（３）犯罪に関連する行為 

 

第八章 補則 

（会則の改廃） 

第１９条 本会則の改訂および存廃は会員総会の議決を経なければならない。 

 

附則 

１．この会則は２０**年４月１日より施行する。 

  



会費に関する規約 

２０**年４月１日制定 

 

第１条 この規約は******研究会の会則に基づき、本会の会費に関する事項を定める。 

（会費） 

第２条 会費とし年間５００円を納めなければならない 

（会費の納期） 

第３条 会員は、会費の納入の請求から１年６か月以内に支払はなければならない。 

（会費の返還） 

第４条 過納入や誤入の場合を除き原則として返還しない。 

（名誉会員） 

第５条 名誉会員は会費を徴収しない。 

（規約の改廃） 

第６条 この規約の変更もしくは存廃は、役員会の議決により行われる。 


